
 入 札 公 告 

次のとおり一般競争入札に付します。 

 

１ 競争入札に付する事項 

（１）件 名  長浜岸壁陸電設備電気供給業務（単価契約） 

（２）仕様・規格 仕様書による 

（３）数 量 仕様書による 

（４）履 行 期 限 令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで 

（５）履 行 場 所 仕様書による 

 

２ 競争入札に参加する者に必要な資格等に関する事項 

（１）予算決算及び会計令第７０条及び第７１条の規定に該当しない者であること。 

（２）令和０４・０５・０６年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）において、資格の種類「物品の販売」を有する者である

こと。 

（３）契約担当官等から物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領に基づく指名停止を受けている期間中でな

いこと。 

（４）入札説明書の交付を受け、入札説明書に基づいて作成した証明書（様式第１２号、１３号及び１４号）を提出し、その審査に合

格した者であること。 

 

３ 入札書の記載事項 

入札金額は、総価を記載すること。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１１０分の１０に相当する金額を加算した金額（当該金額に１

円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てるものとする｡) をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税

に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。 

 

４ 契約条項を示す場所並びに入札説明書を交付する場所及び日時 

（１）場 所   水産庁九州漁業調整事務所総務課用度係（福岡市博多区沖浜町８－１ 福岡港湾合同庁舎５階） 

（２）日 時   令和４年１２月１日～令和５年１月２６日（１０時００分～１７時００分閉庁日を除く。） 

（令和０４・０５・０６年度農林水産省競争参加資格（全省庁統一資格）の資格審査結果通知（写）を持参

すること。） 

 

５ 入札執行の場所及び日時 

（１）場 所 水産庁九州漁業調整事務所会議室（福岡市博多区沖浜町８－１福岡港湾合同庁舎５階） 

（２）日 時 令和５年１月２７日１０時００分。ただし、郵送（書留郵便に限る。）による入札書の受領期限については、

令和５年１月２６日正午までとする。 

 

６ 入札の無効 

本公告に示した競争参加に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 

 

７ 入札保証金及び契約保証金 

免除する。 

 

８ 契約書作成の要否 

契約締結に当たっては、契約書を作成するものとする。 

 

９ その他の事項 

本公告に記載なき事項は入札説明書による。              以上公告する。 

                                          

                                分任支出負担行為担当官 

  令和４年１２月１日                     九州漁業調整事務所長  三野 雅弘 

お知らせ 

農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程（平成１９年農林水産省訓令第２２号）が制定されました。こ

の規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当

省のホームページ（http://www.maff.go.jp/j/supply/sonota/pdf/260403_jigyousya.pdf）を御覧ください。 



長浜岸壁陸電設備電気供給業務仕様書 

 

１．目 的 

長浜岸壁陸電設備で使用する電気を需要に応じて供給することを目的とする。 

 

２．需要場所 

博多港長浜岸壁（福岡市中央区長浜３丁目２４番地先） 

 

３．業種及び用途 

船 舶 

 

４．仕 様 

（１）供給電気方式     交流３相３線式 

（２）供給電圧       ６，６００Ｖ 

（３）計量電圧       ６，６００Ｖ 

（４）標準周波数      ６０Ｈｚ 

（５）受電容量              １０００ｋＶＡ（５００ｋＶＡ×２隻） 

（６）供給方式       一回線方式 

（７）契約電力       ２５９ｋＷ（１１月１日検針） 

実際の契約電力は、供給開始後の１月の最大

需要電力と前１１ヶ月の最大需要電力のいずれ

か大きい値により決定する。 

（８）予定使用電力量    ４３９，６５１ｋＷｈ 

（月別の予定使用電力量は別紙１のとおり。） 

（９）予定力率              １００％ 

（１０）電力量等の検針 

自動検針装置    有 

電力会社の検針方法 検針員による検針 

計量器の構成    東芝(株)電力需給用複合計器（普通級） 

型番 ＳＭ３ＥＰ－Ｒ 

交流３相３線式 １１０Ｖ５Ａ ６０Ｈｚ 

計器定数   １,０００パルス／ｋＷｓ 

パルス定数  ５０,０００パルス／ｋＷｈ 

（１１）需給地点  

需要場所構内１号柱に水産庁の設置した気中開閉器の電源側接続点 

（１２）電気工作物の財産分界点 

需要場所構内１号柱に水産庁の設置した気中開閉器の電源側接続点 

（１３）保安上の責任分界点 

電気工作物の財産分界点に同じ 



 

５．契約期間 

自 令和５年４月１日  午前０時 

至 令和６年３月３１日 午後１２時 

 

６．応札者の条件 

（１）電気事業法（昭和３９年法律第１７０号）第３条第１項の規定に基づき一般

電気事業者としての許可を得ている者又は同法第１６条の２第１項の規定に基

づき特定規模電気事業者としての届出を行っている者であること。 

（２）分任支出負担行為担当官が定める入札参加資格者として、別紙２「二酸化炭

素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」に記載の

条件を満たすこと。 

 

７．協 議 

詳細な事項及び本仕様書に定めない事項については、当所担当職員と必要に応じ

て協議するとともに、本業務について疑義が生じた場合には、直ちに当所担当職員

と協議して対応するものとする。 

 

８．そ の 他 

（１）フリッカ発生機器等電気の質に影響を与えるような負荷設備は特に有してい

ない。 

（２）船舶においては発電設備を下記のとおり有している。 

白鷗丸発電設備（５００ＫＶＡ×２台） 

白萩丸発電設備（５００ＫＶＡ×２台） 

（３）電力供給における料金その他を計算する場合の単位及びその端数処理は次の

とおりとする。 

ア 契約電力及び最大需要電力の単位は、１キロワットとし、その端数は、小

数点以下第１位で四捨五入する。 

イ 使用電力量の単位は、１キロワット時とし、その端数は、小数点以下第１

位で四捨五入する。 

ウ 料金その他の計算における合計金額の単位は、１円とし、その端数は、小

数点以下を切り捨てる。 

エ 消費税額及び地方消費税額の単位は、１円とし、その端数は、小数点以下を

切り捨てる。 

 

（４）料金の請求等に関する事務処理については、当所担当職員と打ち合わせを行

い、当所担当職員の指示により対応する。なお、支払方法については振込払と

する。 

 



別紙１

令和５年度長浜岸壁陸電設備　使用予定電力量

ピーク
時間

夏季
・
昼間

その他季
・
昼間

夜間

259 41,344 0 0 18,940 22,404

259 17,682 0 0 4,474 13,208

259 38,502 0 0 19,948 18,554

259 43,093 5,012 16,763 0 21,318

259 54,956 5,969 20,270 0 28,717

259 13,300 1,621 5,421 0 6,258

259 44,589 0 0 22,183 22,406

259 27,216 0 0 13,916 13,300

259 22,160 0 0 9,799 12,361

259 42,364 0 0 20,081 22,283

259 24,056 0 0 9,952 14,104

259 38,346 0 0 18,862 19,484

407,608 12,602 42,454 138,155 214,397

（備考）

① 夏季

② その他季

③ ピーク時間

④ 昼間

⑤ 夜間

令和5年11月

使用月
契約電力
（ｋＷ）

月間使用予定
量

（ｋＷｈ）

季時別内訳

令和5年4月

令和5年5月

令和5年6月

令和5年7月

令和5年8月

令和5年9月

令和5年10月

「夏季」以外の期間をいう。

夏季の毎日１３時から１６時までの時間をいう。

毎日８時から２２時までの「ピーク時間」以外の時間をいう。

「ピーク時間」及び「昼間時間」以外の時間をいう。

令和5年12月

令和6年1月

令和6年2月

令和6年3月

合計

７月１日から９月３０日までの期間をいう。



別紙２

１．条件

（１）

得点

① 0.000以上　0.475未満 70

0.475以上　0.500未満 65

（単位：ｋｇ－ＣＯ２／ｋＷｈ） 0.500以上　0.525未満 60

0.525以上　0.550未満 55

0.550以上　0.575未満 50

0.575以上　0.600未満 45

0.600以上　0.625未満 40

0.625以上　0.650未満 35

0.650以上　0.675未満 30

0.675以上  0.700未満 25

0.700以上 20

② 令和３年度の未利用エネルギー活用状況 1.35％以上 15

0.675％以上1.35％未満 10

0％超　   0.675％未満 5

活用していない 0

③ 令和３年度の再生可能エネルギー導入状況 3.00％以上 15

1.50％以上 3.00％未満 10

0％超      1.50％未満 5

活用していない 0

④ 5.00% 10

2.50% 5

活用しない 0

⑤ 取り組んでいる 5

取り組んでいない 0
（注）各用語の定義は、表「各用語の定義」を参照。

（２）

２．添付書類等

３．契約期間内における努力等
（１）

（２）

（表）

二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件

別紙「二酸化炭素排出係数、環境への負荷の低減に関する取組の状況に関する条件」の「各用語の
定義」

　①令和３年度１kWh当たりの二酸化炭素排出係数（調整後排出係数とする。）、②令和３年度の未利
用エネルギー活用状況、③令和３年度の再生可能エネルギー導入状況、④グリーン電力証書の調達
者への譲渡予定量（予定使用電力量の割合）、⑤需要家への省エネルギー・節電に関する情報提供
の取組の５項目に係る数値を以下の表に当てはめた場合の評点の合計が７０点以上であること。

(※)　財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターの認証に係るグ
リーン電力証書に限る。

　グリーン電力証書の譲渡予定量を示すことにより入札資格を得た者が落札した場合、落札後、契約
までの間に、グリーン電力証書を国に譲渡することとする。譲渡とは、グリーン電力証書の発行を行っ
た者が、現在のグリーン電力証書の保有者を管理するための帳簿等の名義を、水産庁長官に変更す
ることをいう。書類等が有る場合、その書類等も譲渡することとする。

　入札に当たっては、競争参加資格確認関係書類として、１（１）の条件を満たすことを示す書類及びその
根拠を示す書類を添付すること。

区　分要　素

令和３年度１ｋＷｈ当たりの二酸化炭素排出
係数（調整後排出係数）

グリーン電力証書（※）の調達者への譲渡予
定量（予定使用電力量の割合）

需要家への省エネルギー・節電に関する情
報提供の取組

　契約事業者は、契約期間の１年間についても、１（１）の表による評点の合計が７０点以上となるように電力を
供給するよう努めるものとする。

　１（１）の基準を満たして電力供給を行っているかの確認のため、必要に応じ関係書類の提出及び説明を求
めることがある。



別紙２

①

②

（算定方式）

令和３年度の供給電力量（需要端）

１．

①

②

２．

①

②

③

３．

４．

　令和３年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）

　令和３年度の供給電力量には他電気事業者への販売分は含まない。

令和３年度
の未利用
エネル
ギー活用
状況

　「令和３年度１kWh当たりの二酸化炭素排出係数」（調整後排出係数）は、次の数値
とする。
　地球温暖化対策の推進に関する法律（平成１０年法律第１１７号）に基づき、環境大
臣及び経済産業大臣により公表されている令和３年度の二酸化炭素排出係数。

　未利用エネルギーの有効活用の観点から、令和３年度における未利用エネルギー
の活用比率を使用する。算出方法は、以下のとおり。

令和３年度の未利用エネルギーによる発電電力量（送電端）（ｋＷｈ）を令和３年度の供給電力量（需要端）（ｋＷｈ）
で除した数値

令和３年度の未利用エネルギーの活用状況（％）
＝

　未利用エネルギーによる発電を行う際に、他の化石燃料等の未利用エネル
ギーに該当しないものと混燃する場合は、以下の方法により未利用エネルギーに
よる発電量を算出する。

　未利用エネルギー及び未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の双方
の実測による燃焼時の熱量が判明する場合は、発電電力量を熱量により按分
する。
　未利用エネルギーの実測による燃焼時の熱量が判明しない場合は、未利用
エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼時の熱量と当該発電機の効率か
ら未利用エネルギーに該当しない化石燃料等の燃焼に伴う発電量を算出し、
当該数値を全体の発電量から除いた分を未利用エネルギーによる発電分とす
る。

　未利用エネルギーとは、発電に利用した次に掲げるエネルギー（他社電力購入
に係る活用分を含む。ただし、一般電気事業者からの購入電力に含まれる未利
用エネルギー活用分については趣旨から考慮し、含まない。）をいう。

用　語

×１００

定　　　義

　工場等の廃熱又は排圧

　廃棄物の燃焼に伴い発生する熱（「電気事業者による再生可能エネルギー
電気の調達に関する特別措置法（平成２３年法律第１０８号）（以下「ＦＩＴ法」と
いう。）第２条第４項において定める再生可能エネルギーに該当するものを除
く。）

　高炉ガス又は副生ガス

令和３年度
１kWh当た
りの二酸
化炭素排
出係数（調
整後排出
係数）

　令和３年度の未利用エネルギーによる発電電力量には他電気事業者への販売
分は含まない。



別紙２

③

（算定方式）

①＋②

③

①

②

③ 　令和３年度の供給電力量（需要端（ｋＷｈ））

１．

２．

３．

④

・電力デマンド監視による使用電力量の表示（見える化）
・需給逼迫時等における需要家の電力使用抑制に資するサービス

（リアルタイムの情報提供、協力需要家への優遇措置の導入）

　令和３年度の供給電力量（③）には他電気事業者への販売分は含まない。

需要家へ
の省エネ
ルギー・節
電に関す
る情報提
供の取組

　需要家に対する省エネルギー・節電に関する情報提供の取組について、需要家の
省エネルギーの促進の観点から評価する。
　具体的な評価内容として、

　例えば、需要家の使用電力量の推移等をホームページ上で閲覧可能にすること、需
要家が設定した最大使用電力を超過した場合に通知を行うこと、電力逼迫時等に電
気事業者側からの要請に応じ、電力の使用抑制に協力した需要家に対して電力料金
の優遇を行う等があげられる。なお、本項目は個別の需要者に対する省エネルギー・
節電に関する効果的な情報提供の働きかけを評価するものであり、不特定多数を対
象としたホームページ等における情報提供や、毎月の検針結果等、通常の使用電力
量の通知等は評価対象とはならない。

用　語 定　　　義

　 再生可能エネルギーとは、ＦＩＴ法第２条第４項に定められる再生可能エネル
ギー源を用いる発電設備による電気を対象とし、太陽光、風力、水力（３０，０００ｋ
Ｗ未満、ただし、揚水発電は含まない）、地熱、バイオマスを用いて発電された電
気とする。

　 令和３年度の再生可能エネルギー電気の利用量（①＋②）には他電気事業者
への販売分は含まない。

令和３年度
の再生可
能エネル
ギーの導
入状況

再生可能エネルギーの導入状況は以下の算定式によるもの

　令和３年度自社施設で発生した再生可能エネルギー電気の利用量
（送電端（ｋＷｈ））

　令和３年度他社より購入した再生可能エネルギー電気の利用量（送電端（ｋ
Ｗｈ））、ただし、太陽光発電の余剰電力買取制度および再生可能エネルギー
の固定価格買い取り制度による買取電力量は除く。

　×１００令和３年度の再生可能エネルギーの導入状況　 =　　


